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中国駐在員事務所の閉鎖及び上海太洋栄光商業有限公司の分公司設立に関するお知らせ 
 

当社は、平成 25 年 11 月 12 日(火曜日)開催の取締役会において、北京・広州に設置しておりました駐在

員事務所の閉鎖、及び当社子会社である上海太洋栄光商業有限公司（以下、上海太洋）の北京・広州におけ

る分公司設立を決議しましたのでお知らせいたします。 

記 

１．駐在員事務所の閉鎖及び上海太洋の分公司設立の理由 

上海太洋は、中国国内での販売及び輸出入を目的に設立した会社でありますが、北京・広州に設置し

ておりました当社駐在員事務所がもつ中国国内での経験・信頼関係を上海太洋に引き継がせることによ

り、中国国内営業力の強化と事業の拡大のため、駐在員事務所の閉鎖と同各拠点に上海太洋の分公司を

設立することといたしました。 

 

２. 上海太洋の概要 

 (１) 商   号  上海太洋栄光商業有限公司（SHANGHAI TAIYO EIKO CO.,LTD.） 

  (２) 本店所在地  上海市长宁区天山路 600 弄 1 号 2402 室(同达创业大厦) 

  (３) 代 表 者  董事長 姜 偉（長崎 旭倫） 

  (４) 事 業 内 容  食品・食材、生活関連資材、産業用機材等の中国国内での販売及び輸出入 

  (５) 設立年月日  平成 20 年 11 月 19 日 

  (６) 資 本 金  1,000,000 米国ﾄﾞﾙ 

  (７) 株 主 構 成  当社  100% 

 

３．駐在員事務所住所 

   北京駐在員事務所 北京市西城区陶然亭路 22 号 蘭亭公寓一単元 338 室 

   広州駐在員事務所 广州市天河北路 183-187 号 大都会广场 14 楼 1410 号室 

 

４. 閉鎖及び設立の日程   

   平成 25 年 11 月中旬より閉鎖・設立の手続きを開始いたします。 

 

５．業績に与える影響 

  本件駐在員事務所の閉鎖及び現地法人の分公司設立の業績に与える影響は軽微ですが、今後公表すべ

き事実が生じた場合には、速やかに公表いたします。                

  以  上    


